
 

 
 

 
 
 

北極環境研究若手研究者派遣支援事業 平成２６年度募集要項 
 
 
 

１．趣旨 

本事業は、北極圏に位置する関係国の主要研究機関への優れた若手研究者の派遣を支援し、国際共同

研究に参画する機会等を提供することにより、我が国における北極環境研究の将来を担う国際的視野に

富む有能な研究者を養成するとともに、新たな人的ネットワークを構築し、次代へ継続する北極研究体

制を構築することを目的とします。 

 

２．対象分野 

北極環境研究に関するすべての研究分野 

 

３．採用予定数 

対象国毎に７名程度 

 

４．派遣支援対象者 

（１）研究分野 

  北極環境研究に関するすべての研究分野 

（２）申請・派遣支援資格 

  申請時及び派遣支援期間中、次に掲げる条件に該当する者 

①身分 

 次のａ）又はｂ）のいずれにかに該当する者 

ａ）我が国の大学等学術研究機関に所属する研究者のうち博士の学位を取得後 10年未満の者 

  ｂ）我が国の大学等の大学院学生 

 ②国籍 

日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人。 

 

５．派遣支援期間 

    ２週間以上半年程度までの間。ただし、派遣開始日は、平成２６年７月１日～平成２７年２月２８

日までとします。 

 

６．派遣支援対象国等 

（１）派遣支援対象国 

   アメリカ合衆国及びカナダ 

（２）派遣支援対象機関 

   ①アメリカ合衆国 



 

国際北極圏研究センター（IARC）等のアラスカ大学 

   ②カナダ 

    ArcticNetに参加している大学等研究機関 

（３）受入研究者 

   派遣支援対象機関に所属する常勤の研究者。 

   申請にあたっては、研究計画も含め、受入研究者の内諾を予め申請者本人が取得しておくことが必

要です。なお、ＪＣＡＲにおいて、受入研究者を紹介することも可能です。紹介を希望する場合は、

下記「１４」記載の問合せ先まで、時間の余裕を十分にもって連絡して下さい。 

 

７．支給経費 

  情報・システム研究機構及び国立極地研究所の諸規程に基づき、国立極地研究所が支給します。 

（１）往復交通費   所属機関から派遣機関までの間の往復交通費（実費相当）を支給します。 

（２）滞在費 情報・システム研究機構旅費規程に定める規定額を支給します。 

※滞在費日額上限 

     滞在３０日目まで  ：17,800円/日 

 滞在３１日目～６０日目  ：16,020円/日 

 滞在６１日目以降   ：14,240円/日 

ただし、派遣先機関の宿舎等に滞在し、その費用が規定額に比し安価な

場合は、減額することがあります。 

※年度をまたぐ場合は、滞在費の支給は年度毎に行います。 

 （３）査証取得費   査証取得費用を支給します。 

（４）活動経費 予め作成いただく使用計画に基づき、月あたり１０万円を上限として、派

遣支援開始前に支給し、帰国時に精算します。研究に直接関連しない支出

および人件費、謝金等には使用できません。 

※年度をまたぐ場合は、活動経費の支給および精算は年度毎に行います。 

 

８．海外旅行傷害保険 

    派遣支援期間中は、国立極地研究所が用意する海外旅行傷害保険に加入していただきます。基

本的な保険料（基本プラン）は国立極地研究所が負担しますが、上乗せ保険を希望する場合の上

乗せ部分は自己負担となります。 

   （基本プラン） 

   ①死亡保険   30,000,000 円 

   ②傷害後遺障害   30,000,000 円 

   ③疾病死亡   30,000,000 円 

      ④治療・救援者費用 100,000,000 円 

 

９．申請手続 

（１）申請書類 

  次の①～④（④は大学院学生のみ必要）の書類各１部を提出して下さい。 

 



 

①北極環境研究若手研究者派遣支援事業申請書（要押印） 

②学位取得証明書又は大学院在籍証明書 

   ③受入内諾書（派遣支援希望機関の受け入れ研究者の内諾を要する） 

   ④申請承諾書（大学院学生が申請する場合は指導教員の承諾を要する） 

（２）申請期間 

  申請期間は、以下の通り３回設けます。第１回又は第２回で採用予定数に達した場合には、次

回以降の申請期間における募集を行わない場合があります。 

  ①第１回申請期間 

対象：派遣支援開始日が平成２６年７月１日以降の計画 

   平成２６年５月１２日（月）～５月１６日（金） 

  ②第２回申請期間 

対象：派遣支援開始日が平成２６年９月１日以降の計画 

   平成２６年６月３０日（月）～７月４日（金） 

  ③第３回申請期間 

対象：派遣支援開始日が平成２６年１２月１日以降の計画 

   平成２６年９月２９日（月）～１０月３日（金） 

（３）申請方法 

   申請書類一式を、簡易書留等配送が確認できる方法で下記の提出先まで郵送して下さい。また、

「北極環境研究若手研究者派遣支援事業申請書」は、pdfファイル（押印不要）を下記（４）記載の

提出先 E-mailアドレスまで、E-mailに添付して送付して下さい。なお、郵送、E-mailともに申請期

間内必着とします。 

（４）申請書類提出先 

   〒190-8518 東京都立川市緑町 10-3 国立極地研究所北極観測センター内 

   北極環境研究若手研究者派遣支援事業担当 

   E-mail: grene-kikaku@nipr.ac.jp 

 

 １０．審査及び決定 

   審査は、国立極地研究所と北極環境研究コンソーシアム（ＪＣＡＲ）が別に定める審査要項に

基づき、ＪＣＡＲ人材育成ワーキンググループが行い、国立極地研究所が決定します。 

審査結果は申請書記載の本人連絡先に書面にて通知します。なお、審査結果の通知予定日は、

申請期間毎に以下の通り予定しています。 

  ①審査結果通知予定日（第１回申請期間） 平成２６年 ６月６日（金） 

  ②審査結果通知予定日（第２回申請期間） 平成２６年 ８月１日（金） 

 ③審査結果通知予定日（第３回申請期間） 平成２６年１１月７日（金） 

 

１１．個人情報の取扱い 

  申請書類に含まれる個人情報については、厳重に管理し、国立極地研究所及びＪＣＡＲの業務遂

行のみに利用します。 

  なお、派遣支援が決定した場合は、氏名、所属機関、研究計画及び帰国後に提出していただく報

 



 

告書が公表されます。 

 

１２．派遣支援対象者の義務 

（１）派遣支援期間中 

  ・研究専念義務 

派遣支援対象者は、申請した派遣支援計画に基づき、研究に専念する義務があります。 

（２）派遣期間終了後 

  ①報告書提出義務 

派遣支援対象者は、派遣支援期間終了後２週間以内に、所定の報告書を国立極地研究所及びＪＣＡ

Ｒに提出していただきます。 

②成果発表義務 

派遣支援対象者は、派遣支援期間終了後に、派遣による研究の成果を国立極地研究所又はＪＣＡＲ

が開催するシンポジウム等において発表していただきます。 

③調査協力義務 

派遣支援対象者は、派遣支援期間終了後に、国立極地研究所及びＪＣＡＲが実施する北極環境研究

及び人材育成に関する調査に協力していただきます。 

  

 １３．派遣支援対象者の遵守事項 

本事業により派遣支援を受ける者は、派遣支援期間中及び派遣支援期間終了後、次に掲げる事

項を遵守しなければなりません。  

①派遣支援対象者の義務を遂行すること 

②派遣期間中、本事業による支給経費と重複する他の資金援助を受けないこと  

③研究活動における不正行為を行わないこと  

④不正受給を行わないこと 

⑤研究費の不正使用を行わないこと  

⑥その他、公序良俗に反する行為を行わないこと 

 

上記の遵守事項に違反、又は次に掲げる事項のいずれかに該当すると国立極地研究所が判断し

た場合には、さかのぼって本事業の採用の取り消し、経費の支給停止又は支給済の経費の返還請

求を行うことがあります。 なお、派遣支援決定後、遵守事項に関する誓約書を提出していただき

ます。 

 

①病気等のために研究を継続できないことが明らかな場合  

②研究の進捗状況に著しい問題があり、所期の目標を達成することが不可能又は著しく困難と判

断される場合  

③申請書類の記載事項に重大な虚偽が発見された場合  

④申請・派遣支援資格を有していないことが明らかになった場合  

⑤過去に、研究活動における不正行為、研究費の不正使用、公序良俗に反する行為を行ったこと

が明らかになった場合  

 



 

⑥無断で一時帰国や派遣期間短縮等、計画の変更を行った場合  

⑦その他、別に定める本事業の手引に記載されている条件に違反し、国立極地研究所の指示に従

わなかった場合 

 

１４．問合せ先  

（１）応募について 

   〒190-8518 東京都立川市緑町 10-3 国立極地研究所北極観測センター 

北極環境研究若手研究者派遣支援事業担当 

TEL：042－512－0917／0921／0922 

   E-mail：grene-kikaku@nipr.ac.jp 

 （２）受入研究者の紹介について 

   〒190-8518 東京都立川市緑町 10-3 国立極地研究所北極観測センター 

   北極環境研究コンソーシアム事務局 

   TEL：042－512－0925／0927 

   E-mail：jcar-office@nipr.ac.jp
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ArcticNet 参加大学一覧 

 

Carleton University Dalhousie University, 

École nationale d'administration publique - Montréal 

Institut national de la recherche scientifique - Eau, Terre et Environnement 

McGill University 

Memorial University of Newfoundland 

Queen's University 

Royal Military College of Canada 

St. Jerome's University 

Trent University 

Université de Montréal 

Université du Québec à Rimouski 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Université Laval 

University of Alberta 

University of British Columbia 

University of Calgary 

University of Guelph 

University of Manitoba 

University of New Brunswick 

University of Northern British Columbia 

University of Ottawa 

University of Prince Edward Island 

University of Saskatchewan 

University of Toronto 

University of Victoria 

University of Waterloo 

York University 
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北極環境研究若手研究者派遣事業 平成２６年度審査要項 

 

１．審査 

 審査は北極環境研究コンソーシアム人材育成ワーキンググループ（ＪＣＡＲ人材育成ＷＧ）が行

う。 

 

２．審査方法 

 申請者から提出された申請書類に基づく書面審査により行う。なお、必要に応じて面接審査を行

うことがある。 

 

３．審査方針 

 以下の観点により審査を行う。 

（１）北極環境研究を担う優れた研究者となることが十分期待できること。 

（２）研究計画が具体的であり、優れていること。また、研究計画を遂行できる能力及び当該研究

の準備状況が明確に示されていること。 

 

４．審査結果報告 

 ＪＣＡＲ人材育成ＷＧは審査結果に順位を付して、国立極地研究所に報告する。 

 

５．利益相反と守秘義務 

（１）利益相反 

申請者と利害関係のあるＪＣＡＲ人材育成ワーキンググループメンバー（ＪＣＡＲ人材育成Ｗ

Ｇメンバー）は、当該応募の審査には加わらない。利害関係の範囲は以下の通りとする。 

①ＪＣＡＲ人材育成ＷＧメンバーが申請者の指導教員、受入教員又は上長である場合。 

②ＪＣＡＲ人材育成ＷＧメンバーと申請者が密接な関係（親族等）にある場合。 

③その他ＪＣＡＲ人材育成ＷＧメンバーが中立・公正に判断を行うことが難しい場合。 

（２）守秘義務 

  ＪＣＡＲ人材育成ＷＧメンバーは、審査の過程で知り得た個人情報及び審査内容に係わる情報

については、外部に漏えいしてはならない。また、ＪＣＡＲ人材育成ＷＧメンバーとして取得し

た情報は、厳重に管理しなければならない。 

 


